
地域の皆様へ

時間
※集合時間9：50を目安にお集まりください。
　クラブメンバーの方はポイントカードを
　お持ちください

10：00〜

■写経体験会参加者の声
たまたまチラシを見て興味があったの
で参加しました。
手本の文字をなぞって書くのですが、
筆書きのため書き直しができないと
思い丁寧に集中して書きました。日
常の中でこのようにものごとに打ち込
むことがなかったので新鮮でした。
もっと上手に書きたいと思うのでまた
次回参加したいと思います。（T様）

写経で用いる「般若心経」は一字一音に功徳があり、お経の
意味が分からなくても書き写すだけで、脳や身体機能が活性
化されるなどの効果が得られると言われています。心静かに
書写することは先祖供養にもつながります。

写
経
の

効
果

法要殿友の会未会員の方も大歓迎です!
人数制限予約制とし、ご来場の際はマスク着用でお越しください。

詳しくは 裏面へ

相続手続
誰に相談すればいいの？

願いを込めて  筆をはこばせてみてはいかがですか。

［フリーダイヤル］

0120-743-200
お問い合せ  24時間対応

https://www.houyouden.co.jp

ソーシャルディスタンスを図って行います

写写経経会会開開催催！！
ストレス解消  仲間もできる

10
月
の

参加費無料 写経クラブ会員の方は会員番号とお名前を電話にてお知らせください。
また、ご都合でキャンセルされる場合は必ず事前にご連絡ください。

法要殿イメージ
キャラクター  大至

開催日
場所

10月11日日飯能
法要殿

10月22日木本町
法要殿

10月28日水日高
法要殿

相続相談会・葬儀に役立つ
保険相談会同時開催 これからの老後を

安心して暮らすためには、
どんな準備が必要なの？

先着20名！写経会

お電話でお申し込みください。完全予約制

無料
事前予約
不要



0120-743-200
“もしも”サポートデスク

24時間365日 いつでも対応

法 要 殿 で か な し み ふ あ ん ゼ ロ

 
終身保険を 『葬葬儀儀費費用用』 ににももごご活活用用いいたただだけけまますす!!!!

≪≪引引受受保保険険会会社社≫≫

東東京京海海上上日日動動ああんんししんん生生命命保保険険株株式式会会社社

万円

※「あんしんセエメエ」は東京海上日動あんしん生命のキャラクターです。

ごご契契約約例例
終身保険 [無配当]

保険期間：終身 保険料払込期間：終身

募資１９０４-ＫＬ０８-Ｈ０００２

ＰＰ・・ＲＲ保保険険パパーートトナナーーズズ（（株株））

埼埼玉玉県県所所沢沢市市小小手手指指町町11--11--44

☎☎0044--22990033--00110022

一一生生涯涯のの保保障障でで、、保保険険料料はは一一生生変変わわりりまませせんん！！

令和2年8月26日現在

ご活用いただけます

当面の生活資金として

葬儀費用＋ご遺族の

※中央商事(株)とP・R保険パートナーズ(株)と共同で生命保険の募集をします。

※この案内は、終身保険の概要を説明したものです。詳細は、終身保険

の「パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」

を必ずご覧ください。

≪≪おお問問合合せせ・・おお申申込込みみ先先≫≫

中中央央商商事事（（株株））

埼埼玉玉県県飯飯能能市市新新光光4422--11

☎☎004422--997744--33220000

★★8855歳歳ままででおお申申込込みみいいたただだけけまますす

★★万万がが一一のの保保障障がが一一生生涯涯続続ききまますす

　※「告知書扱」はご契約者の年齢が70歳までとなります

★★保保険険金金額額110000万万円円のの場場合合、、

　　  医医師師のの診診査査がが不不要要なな「「告告知知書書扱扱」」でで

　　  おお申申込込みみででききまますす

33,,778888円／月 44,,663388円／月

男男性性

契契約約年年齢齢 6600歳歳 6655歳歳 7700歳歳

月払保険料
（口座振替扱）

33,,886644円／月 44,,772266円／月 55,,993399円／月

女女性性

契契約約年年齢齢 6600歳歳 6655歳歳 7700歳歳

月払保険料
（口座振替扱）

33,,117722円／月

法要殿グループは
SDGsを推進します

相続手続 誰に相談すればいいの？
法要殿では、相続発生後の諸手続き業務の他に、相続に関する以下のサービスをご提供しています。

そのお悩みを法要殿が解決いたします。

本人の希望を尊重し、遺留分を考慮した遺言書作成
を支援します。

1「遺言書」作成支援
「終活」とは、人生の終焉を考えることで、自分を見
つめ今をよりよく自分らしく生きる活動のことです。
自分にとっての「終活」とは何か？エンディングノー
トを作成しながら一緒に考え、サポートをします。

4 終活カウンセラー

老齢の一人暮らしや独身の方が元気で判断能力があ
るうちに、将来に備えて自分自身の財産を管理した
り、身体の看護をしてもらう方（任意後見人）を契約
で選んでおき、万が一認知症などになった時に、任
意後見人に任せられるようにお手伝いします。

2「おひとり様」の方へのご支援

資産を持つ方（委託者）が保有する不動産・預貯金等
の資産（信託財産）を信頼できる相手（受託者）に、そ
の管理や処分する権限を託す財産管理の仕組みをご
提案します。

5「おひとり様」の方へのご支援

相続される方々の状況に応じて、最適な対策をご提
案します。相続税については、提携税理士をご紹介
します。

3 相続対策

相続対策に関連する生命保険・損害保険のご紹介等

6 その他相続に関するご相談

10月11日日飯能法要殿
相続相談会・葬儀に役立つ保険相談会開催相続相談会・葬儀に役立つ保険相談会開催

無料
事前予約
不要


